
　葛職員の初任給の状況（平成29年４月１日現在）

国小　平　町区　　分 ２年後の給料初　任　給２年後の給料初　任　給

190，100 円178，200 円190，100 円178，200 円大 学 卒
一般行政職

154，500 円146，100 円154，500 円146，100 円高 校 卒

－－154，500 円146，100 円高 校 卒技能労務職
－－－－中 学 卒

　葛退職手当（平成29年４月１日現在）

国小　　　平　　　町
応募認定・定年
25．55625月分　
34．5825月分　
49．59月分　
49．59月分　

自己都合
20．445月分 
29．145月分 
41．325月分 
49．59月分 

（支給率）
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
その他の加算措置

応募認定・定年
25．55625月分　
34．5825月分　
49．59月分　
49．59月分　
制度なし
制度なし

自己都合
20．445月分 
29．145月分 
41．325月分 
49．59月分 
制度なし
制度なし

（支給率）
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
その他の加算措置
（退職時特別昇給）

（注）　１　小平町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　葛一般行政職の級別職員数の状況（平成29年４月１日現在）

　葛その他の手当（平成29年４月１日現在）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

支給実績
（28年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度
との異同内容及び支給単価手 当 名

243，413 円11，197 円－同　じ

配偶者　　　　 10，000円　　　子　　　8，000円
父母等　　　　　6，500円
（配偶者がない場合、子10，000円、父母等9，000円）
特定期間の加算　5，000円

扶養手当

224，362 円7，853 円－同　じ家賃に応じて27，000円を限度として支給住居手当

81，200 円1，299 円
交通用具使用
距離5灼未満
の単価　　　

異なる
通勤のため交通機関、交通用具を使用する職員に対
し、55，000円を限度に支給

通勤手当

393，840 円9，452 円支給単価異なる
６級課長職　　 37，300円　５級課長職　　35，300円
５級課長補佐職 31，400円 ４級課長補佐職 29，500円

管理職手当

90，686 円7，346 円－同　じ
扶養親族のある職員　　　　　23，360円
その他の世帯主である職員　　13，060円
その他の職員　　　　　　　　  8，800円

寒冷地手当

　葛期末手当・勤勉手当

（注）　１　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

国小　　　平　　　町
１人当たり平均支給額（28年度）　　　　　　　－　千円１人当たり平均支給額（28年度）　　　　　　1，351 千円

（28年度支給割合）　　　期末手当　　　　 勤勉手当
　　　　　　　　　　　2．60月分　　　　1．70月分
　　　　　　　　　　（1．45）月分　　　（0．80）月分

（28年度支給割合）　　　期末手当　　　　 勤勉手当
　　　　　　　　　　　2．60月分　　　　1．70月分
　　　　　　　　　　（1．45）月分　　　（0．80）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・・役職加算　５～20％　　・・管理職加算　10～25％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・・役職加算　５～15％

Ｈ28年Ｈ29年標準的な職務内容区　分 構成比（％）職員数（人）構成比（％）職員数（人）
18．01117．511　　定型的な業務を行う職務１ 級

9．8614．39　　高度の知識又は経験年数を必要とする業務を行う職務２ 級

3．324．83　　係長、主査、主任の職務３ 級

49．23044．428
１　課長補佐、室長、主任技師、副主幹、次長の職務
２　困難な業務を処理する係長、主査の職務

４ 級

8．2５12．78
１　課長、主幹、事務局長、園長、支所長の職務
２　困難な業務を処理する課長補佐職の職務

５ 級

11．576．34　　困難な業務を処理する課長職の職務６ 級

定年前早期退職特例措置
（２～45％加算）

６


